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端島炭坑（通称：軍艦島）・長崎県長崎市
　世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産である
「端島炭坑」は、炭鉱の島として開発され、国内外の石炭需要を賄い、日本の近代化に大きく貢献
しました。島内には、大正以降高層住宅等が建築され、最盛期には約5,300人が居住していましたが、
1974年に閉山し、現在は無人島となっております。
　なお、軍艦島上陸ツアーにより島内の一部を見学することができます。
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　福局間連第 44 回通常総会は、去る 6 月 12 日（月）に福岡市博多区のホテルセン
トラーザ博多において開催されました。
　当日は来賓として、福岡国税局から　並木局長、佐藤課税第二部長、里崎消費税
課長のほか、末継福岡税務署長、井口博多税務署長、長井佐賀税務署長、緒方長崎
税務署長、また、全国間税会総連合会から　關口副会長、その他友誼団体から、多

数の代表のご臨席を賜わりました。
　中野会長はあいさつの中で、先行き不透明な政治経
済の現状は、我国の財政健全化に不安の影を落として
いるものの、このような時こそ基幹税である消費税が
注目され間税会の役割も重要視されるものと思われる。
　そして、その期待に答えるためには、何よりも組織
拡大を図ることが重要で、本年度もこれより会員増強

に努め消費税に対する理解を深めるべく、間税会活動
を活発に展開していきたいと述べた。
　続いて議長に同会長を選出して議事に入り、提出 6
議案は、いずれも満場一致で可決承認されました。
　引き続き、功績者、永年在職者、組織拡大功労団体、
会員加入勧奨功労者の表彰が行なわれ、終了後、並木
局長と關口副会長よりご祝辞をいただきました。
　総会後、福津市にある宮地嶽神社　宮司　浄見　譲氏の「『なかいま』を生きる」
と題した記念講演会を開催、日米の文化比較、伝統芸能や生活習慣に神社神道が深
く関わっていることや、今後の日本民族が世界で活躍しなければならない対応性等
を説かれ、参加者は時
間を忘れ聞き入り、大
変有意義だったと大好
評でした。

福岡局間連第44回通常総会開催される

間税会活動の更なる活性化を !!

主　催 福岡国税局間税会連合会
日　時 平成 29 年 6 月 12 日（月）
場　所 ホテルセントラーザ博多

総会会場

会長顕彰

記念講演

福岡県産酒で乾杯 局連女性部総会
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〈祝　辞〉

　本日、ここに福岡国税局間税会連合会の第 44 回の通常総会が盛大に挙行され、すべての議事が滞りなく

終了されましたことを、心からお慶び申し上げます。

　間税会の皆様方には、平素から税務行政に対して深い御理解と多大なる御協力を賜わっておりますことを、

本席をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。

　加えて、ただ今、会長顕彰により表彰を受けられた皆様は、これまで組織の増強や消費税完納運動の推進

などにご尽力され、間税会の会活動の活性化や税の啓発活動に多大な貢献をされた方々であります。本日の

受彰に対し心からお祝い申し上げますとともに、今後ますますの御活躍をお祈り申し上げます。

　さて、福岡国税局間税会連合会は昭和 48 年 3 月の発足以来、福岡国税局管内の 31 の間税会の取りまとめ

役として、各間税会の様々な活動への支援に努めてこられました。

　また、各間税会におかれましては、地域における消費税をはじめとした間接税に関する民間団体として、「消

費税の適正申告及び期限内納付の推進」に加え、「世界の消費税クリアファイル」の配布や「税の標語」の

募集などの活動を展開しておられます。

　これらの活動は、消費税に関する正しい税知識の普及や納税道義の高揚に寄与するものであり、税務行政

に携わる者として、心から敬意と感謝の意を表する次第であります。

　ご承知のとおり、消費税率の 10 パーセントへの引上げ及び軽減税率制度が平成 31 年 10 月に実施される

こととされています。

　国税当局といたしましては、制度の円滑な実施に向けて、事業者の皆様に制度の内容を十分理解していた

だき、自ら適正な申告・納付を行っていただけるよう、間税会をはじめとする関係民間団体の皆様と緊密に

連携を図りながら、着実な制度の周知・広報や丁寧な相談対応に取り組んでまいります。

　間税会の皆様にも、説明会の開催などの周知・広報に御協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

　税に対する国民の関心が一層高まる中、私どもといたしましては、幅広い業態、業種の方々が参加されて

いる間税会の活動がより充実したものとなりますよう、従来にも増して連携、協調関係を深めてまいりたい

と考えておりますので、今後とも税務行政のよき理解者として、更なる「消費税の適正申告及び期限内納付

の推進」の展開など、なお一層のご支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、福岡国税局間税会連合会並びに管内各間税会のますますの御発展と、本日御臨席の

皆様方のご健勝と御繁栄を心から祈念いたしまして、私の祝辞といたします。

福岡国税局長　　　　　　　　　
　　　　　並 木　 稔（現　国税庁 長官官房審議官）
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〈祝　辞〉

　ただ今、福岡国税局間税会連合会の第 44 回通常総
会の全議案の審議が滞りなく終了され、誠におめでと
うございます。
　福岡局間連の皆様には、平素から全間連の会務運営
につきまして、深いご理解とご協力をいただいており
ますことに、心から感謝を申し上げます。
　また、福岡国税局長の並木様をはじめ国税ご当局の
皆様には、間税会に対しまして、深いご理解とご指導・
ご支援を賜わっております。この機会に改めて厚くお
礼を申し上げます。
　さて、私ども間税会に関わりが深い消費税につきま
して、平成 26 年 4 月から税率が 5％から 8％に引き上
げられ、平成 31 年 10 月からは更に 10％に引き上げら
れることとされております。
　私たち間税会は、消費税の関係団体ですが、消費税
の税率引上げに積極的に賛同したり、推進する団体で
はありません。しかしながら少子高齢化の進展に伴う
社会保障財源の確保の必要性や、厳しい財政事情など
から見て、消費税率の引上げは、避けて通れないやむ
を得ない措置であると受け止めております。
　また、消費税率 10％への再引上げに併せて、低所得
者対策として、飲食料品と新聞を対象とした軽減税率
制度を導入することとされております。
　全間連では、消費税率の引上げの際に問題となる低所
得者対策につきましては、軽減税率制度はその対象選定
に合理的な基準を見出すことが困難である上、負担軽減
額から見れば、高所得者ほど受ける恩恵が大きくなり、
本来の低所得者対策にはならないことや、事業者の事務
負担も増加するなど様々な問題があります。したがって、
従来から消費税率は単一税率として、低所得者対策につ
きましては「給付付き税額控除制度」によるよう提言し
てきたところであり、引き続き、「単一税率の維持」を
強く求めていきたいと考えております。
　その一方で、全間連は税務関係民間団体として、円
滑な税務運営に協力することを基本理念として活動し
ている団体であります。したがって、税制等に関する
提言活動とは別に、軽減税率制度の説明会の開催など、
消費税に関する周知・啓発活動につきましては、引き
続き、積極的に取り組んでいく必要があると考えてお
りますで、会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し
上げます。
　なお、軽減税率制度の説明会等の開催に当たりまし
ては、国税ご当局と前広に協議・相談しながら、一層

の連携・協調を図っていただき、実り多いものとなり
ますよう、よろしくお願い致します。
　また、全間連では、今次の消費税率の引上げに伴い、
消費税の会である間税会の役割が、益々、高まってく
ることなどを踏まえまして、平成 26 年 4 月以降の「最
重点施策」を 3 点決定し、平成 28 年度までの 3 年間
の取組みとして活動を展開してきたところであり、こ
れまでの会員の皆様のご協力とご尽力に対し、深く感
謝を申し上げます。
　平成 29 年度以降の全間連の最重点施策につきまし
ては、現在、各委員会で議論を重ねてきており、7 月
末に開催される常任理事会において決定したいと考え
ております。
　現時点における方向性としましては、会員増強など
の重点施策につきまして、全間連として何らかの方針
を示し、活動を展開していただく方向で議論が進めら
れております。決まり次第お知らせしますので、引き
続き、会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。
　また、従来から大変好評を博しております「世界の
消費税」図柄刷込みクリアファイル等につきまして
は、平成 28 年度において、作成枚数の増刷に取り組
んでいただいた結果、各局間連において温度差はある
ものの、全間連全体として増刷目標枚数を達成するこ
とができました。会員の皆様のご協力に感謝を申し上
げますとともに、引き続き、クリアファイル等の増刷
と配布活動、DVD 版による「ミニ租税教室」の開催に、
積極的な取組をお願い申し上げます。
　そして「税の標語」の募集活動と活用につきまして
も、より多くの間税会が取組に参加していただきます
よう、よろしくお願い致します。
　さらに、いわゆる e‒Tax（イータックス）の利用促
進や、いわゆるマイナンバー制度の適正利用と周知活
動にも取り組んで参りたいと存じますので、ご理解の
上、ご尽力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、福岡局間連及び傘下各会の
益々のご発展と、会員の皆様のご繁栄を祈念いたして
おります。
　また、国税ご当局の一層のご指導・ご支援、友誼団
体のご厚誼をお願い申し上げますとともに、ご臨席の
皆様のご健勝とご多幸を心から祈念いたしまして、お
祝いの言葉とさせていただきます。

全国間税会総連合会
　　　　　会 長　大 谷　信 義
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　主　催：福岡国税局間税会連合会女性部
　日　時：平成29年8月21日（月）
　場　所：ホテルセントラーザ博多

　福岡国税局間税会連合会女性部（滝山真弓部長）は 8 月 21 日（月）福岡市博多区
のホテルセントラーザ博多で研修会を開催した。
　今回の研修会は 3 部構成で女性らしい企画力をもって、周到に準備されたことも
あり 50 名を越える参加者にとって、楽しい有意義な研修会となり大好評でした。

【第 1 部】研修会　15 時 〜 16 時　『消費税軽減税率制度について』
　　　　  講　師：福岡国税局 消費税課　植松　浩行 様

【第 2 部】コンサート　16 時〜 17 時
　　　　　　　　＊ヴァイオリン　工藤　真菜 様
　　　　　　　　＊筝　みやざき　都 様

【第 3 部】懇親会　17 時〜 18 時

消費税改正セミナー開催

福岡局間連女性部研修会華やかに開催

　主　催：武雄間税会
　日　時：平成29年6月22日（木）
　場　所：武雄センチュリーホテル（武雄市）

　武雄間税会は “ 消費税改正セミナー ” を、去る 6 月 22 日（木）武雄センチュリー
ホテル（武雄市）において開催しました。
　当日は、福岡国税局消費税課 軽減税率制度係長の 轟 貴之氏を講師にお招きし、
軽減税率、インボイス制度及び軽減税率対策補助金についての説明を拝聴しました。
　また、当日は間税会会員及び、各税務相談所職員に加え会員以外の企業からの参加もあり、出席者 78 名という盛況

ぶりでした。
　セミナーの最後に質問の時間を設けたところ、委託販売にかかる課税標準の特
例、インボイス制度における免税事業者の取り扱い、更に地方公共団体が行う水
道事業収入にかかる税率区分等々多数の質問が相次ぎ、盛会裏に終了することが
できました。
　武雄間税会は、今後とも管内商工会・商工会議所の税務相談所などと連携し、
改正消費税法の周知に努めていく所存です。　　　 武雄間税会　会長　桑原泰蔵

活動報告・新着情報

筝とヴァイオリンが出会い、幾重にも和と洋の調和を織り
なす『重弦』ユニット。まっさらなキャンバスにゼロから
色をのせていく感覚は毎回新鮮！日々新たな境地へ飽きな
く挑戦を続け、日本の曲は勿論、クラシックから演歌、ポッ
プス、現代曲まで演奏。

第1部　研修会

第2部　コンサート

第3部　懇親会



間税会は軽減税率に反対ですが、
知識・対策は必要です。
国税庁広報資料「よくわかる消費税軽減税率制度」から　
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